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個別分野の規制改革の進展について 

 

令和 5年 4月 28日 

事務局 

 これまでに進捗があった主な個別分野の規制改革等は以下の通り。 

 

１．高速道路におけるＥＶ用充電器の整備に関するロードマップの策定 

 

要望：政府の目標として「２０３０年までに充電インフラを１５万基」（うち、急速充電器３万基）と

の目標が示されているが、この EV用充電器の設置目標と整備の道筋について、ロードマップを

示してほしい。 

＜対応の内容：経済産業省、国土交通省＞ 

２０３０年の充電器設置の目標達成に向けて、まず、高速道路での充電器の整備について令和５年３月

２９日に「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージ」が公表され、高速道路における充

電器の整備計画（高速道路における充電器の口数の２０２５年度見通しとして、約１１００口（２０年

度比で約２.７倍）とすることや、充電を目的とした高速道路の一時退出等を内容とするロードマップ

が公表された。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/highway_package.html 
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２．大規模小売店舗立地法における駐車場収容台数についての EV用充電器付き駐車スペースの算入に

係る明確化（EV「優先」の駐車スペースについて）  

 

要望： 大規模小売店舗立地法において、大規模小売店舗の各対象店舗の店舗面積に応じて来客用の必

要な駐車場の台数が決まっているが、EV「優先」の駐車スペース（EV 以外の自動車を完全に排除

しない場合）については、当該駐車スペースに充電器を設置した場合でもその駐車スペースを必

要台数として考慮できるよう解釈を明らかにして自治体へ通知・公表して欲しい。 

＜対応の内容：経済産業省＞ 

EV 車以外の自動車（ガソリン車等）の利用を完全に排除しないようなケース（例えば、EV 等を優

先する駐車マス）については、必要な駐車場の台数に算入し得る旨を令和５年３月に大規模小売店舗

立地法運用主体（都道府県、政令指定都市等）へ通知した。内容は以下のとおり 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/handlingofparkingsp

aces.pdf 
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３．建築物の屋上に太陽光発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いの明確化 

 

要望：屋上に架台を設け、その上に太陽光発電設備を設置する場合、架台下の空間に人が立ち入るか否

か、その空間が屋内的用途に供されるか否かが、当該設備が建築基準法第２条第５号に規定する

主要構造部に該当するか否かの判断基準となるが、建築主事によって屋内的用途の解釈が異なる

場合がある。解釈を明確化し、太陽光発電設備の下に空調設備、電気設備、貯水槽等の建築設備

を設置する場合には、屋内的用途に該当しない旨の通知を都道府県等の特定行政庁に発出してい

ただきたい。 

＜対応の内容：国土交通省＞ 

 建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて、架台下の空間に、通

常屋外に設置されるキュービクルや室外機等の建築設備が設置されることのみをもって、当該空間を屋

内的用途に供するものと判断するものではないことから、当該取扱いの明確化を図るため、令和 5年 3

月 13日付けで都道府県等に通知を発出済み。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001593803.pdf 
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4．「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」の見直し  

 

要望：2022 年 6月に公表された「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第 2

版）」について、対象が大規模風力発電施設の促進区域に含めない区域基準（2.2.2 都道府県基

準の具体例）の例示には、「○○保安林」、「△△保安林」との記載がある。これを参考にする

と、全ての保安林が促進区域から外れることになりかねない。また、促進区域から外れることに

とどまらず保安林での開発を一律制限するような影響がある。保安林での開発には個別の判断が

必要であり、保安林開発を一律制限するように解釈される可能性があることは本法律の趣旨であ

る地球脱炭素化の推進と相反することになってしまう。 

以上のことから、この記載の削除、又は、「保安林での開発を一律制限するものではない」と但

し書きを追加いただきたい。 

 

＜対応の内容：環境省＞ 

 「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第 2版）」ｐ22の記載は、「・A県にお

ける都道府県基準のイメージ（大規模風力発電施設を対象）は以下のとおりです。」とあるとおり、都

道府県基準の作成例を示したものであり、都道府県基準において、保安林を「促進区域に含めない区 

域」として位置付けることを推奨するものではない。保安林の位置付けを含め、基準の具体的な内容

は、地域の自然的社会的条件に応じて、各都道府県において決定することとなるが、ご指摘を踏まえ

て、そのような誤解を招かないよう、更なる分かりやすさの観点から、第 3版（2023年 3月公表）にお

いて、注意書きを追記済み。 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_handbook_202303.pdf 
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5．需給曲線の情報公開  

 

要望：スポット価格高騰問題を受けて、2021 年 2月より、30分コマ毎の全国のシステムプライスの需

給曲線が、日本卸電力取引所のウェブサイト上で継続的に公開されるようになった。また、2022

年 6月から、全国レベルだけでなくエリア別の需給曲線も公開されるようになった。しかし、グ

ラフの画像のみでデータが添付されておらず、分析に利用できない。情報公開としては不十分で

あることから、CSV形式のデータなどを含む、より詳細な情報を公開すべき。その際、ビジュア

ル面やインタラクティブ性に優れたグラフなど、欧州と同様の分析などに使いやすい方法によっ

て行うべき。 

 

＜対応の内容:経済産業省＞ 

 スポット市場のシステムプライス及び分断エリア別の入札カーブについて、2023年 2月より、ビジュ

アル面や分析などの使いやすさを考慮した入札カーブを公開済み。内容は以下のとおり。 

https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/bid_curves.html 

 

○2023 年 4月 24日の例 

 

 

 

 

 


